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令和８年度 ドライバー等安全教育訓練促進助成制度について 

（ご案内） 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 平素は、協会運営に格別のご理解ご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

 さて、当協会では輸送の安全確保、事故防止等に万全を期するため、ドライバー等従業

員の皆様に対しまして、安全意識の高揚、運転知識・技能の向上等の教育の一助とするた

め、安全教育訓練を下記要領にて実施するとともに、受講料一部を助成いたしますので是

非ご利用ください。 

また、申請方法につきましては、原則郵送での申請受付となりますので、よろしくお願

いいたします。 

記 

１．助成対象研修施設 

(1) 特定研修施設 

○一般社団法人愛知県トラック協会 中部トラック総合研修センター 

   ○一般社団法人埼玉県トラック協会 埼玉県トラック総合教育センター 

(2) 指定研修施設 

 ○自動車安全運転センター 安全運転中央研修所 

 ○クレフィール湖東 交通安全研修所 

 ○秋田モータースクール 

〇新潟自動車学校 

○阿波自動車学校 

 ○総合交通教育センター ドライビングアカデミー（１８カ所） 

・北海道・弘前・宮城・茨城・栃木・南湖・ぐんま・千葉 

            ・小田原・中越・長野・大原・ＡＢＯＳＨＩ・テクノ 

・ＯＮＧＡ・佐賀・八代・ＭＩＹＵＫＩ 

２．研修日程 

クレフィール湖東およびドライビングアカデミーABOSHI については「別表２の抜粋」、

「別表３の抜粋」のとおり。（全ての日程については「別表２」、「別表３」を大ト協ホ

ームページに掲載しております。） 

 

 



 

３．募集期間 

令和８年４月１日（水）～令和９年２月２６日（金） 

※上記期間内であっても助成予算枠に達した時点で受付を終了させていただきます。 

（終了の際は大ト協ホームページ TOPICS 欄にてご案内） 

※各研修施設への研修受講予約については令和８年３月９日（月）開始です 

  ※一部の研修施設において実施される令和９年３月の研修につきましては 

助成対象外となりますのでご注意下さい。 

 

４．受講申込および助成金の申請・交付手順 

① 受講を希望する施設・日程等を確認のうえ、直接研修施設に連絡いただき、受講

の予約をしてください。（別表１を参照） 

  ② 研修施設からの案内に従い受講手続きを行い、研修を受講して下さい。 

  ③ 研修終了後、速やかに助成申請書類（下記５．実施報告書提出書類）を、原則と

して 1 週間以内に郵送で提出して下さい。 

   

５．実施報告書提出書類 

  ① ドライバー等安全教育訓練助成申込み書兼実施報告書（助成申請書）（様式１） 

     ※訂正等の際には修正液を使用しないでください。（二重線にて訂正して下さい。） 

②  研修修了証の写し 例 クレフィール湖東受講分はカードサイズのもの 

③  研修参加報告書（様式２） 

④  受講料にかかる領収証の写し（振込み明細書等支払完了がわかるものでも可） 

 

６．助成対象受講者 

    大阪府下事業所在籍の従業員に限る。 

※他の都道府県の事業所に在籍する従業員は助成対象外です。 

 

７．助成額 

   ○一般研修・特別研修・・・上限は受講料(税抜き)の 1/2（別表２、別表２の抜粋、 

別表３、別表３の抜粋を参照） 

    例１）クレフィール湖東で一般研修（56,430 円）を受講した場合 

     助成額 ： 受講料税抜き（51,300 円）× 1/2 ＝25,650 円 

         100 円未満切り捨て（25,600 円） 

                        ２５，６００円 

 

 

 



例２）研修コード 318～326 を受講した場合 

  受講料と食事代（4,000 円上限）を加えた額（共に消費税抜き）が研修受講

料となり、その 1/2 が助成額となります（100 円未満切り捨て）。 

 （318～324）：助成額＝（受講料税抜き（77,000 円）＋税抜食事代）×1/2 

 （325～326）：助成額＝（受講料税抜き（61,272 円）＋税抜食事代）×1/2 

   ・研修コード 325 を受講し、食事代税抜き 3,500 円の場合 

      助成額：（61,272 円＋3,500 円）×1/2＝32,386 円 

         100 円未満切り捨て ３２,３００円 

 

※研修施設までの交通費や研修前および研修後の宿泊費・食費等については対象

外です。また、研修中における受講者本人の個人的な支出等も対象外です。 

 

８．助成（利用）制限 

    多くの事業者のみなさまにご利用いただくため、勝手ではございますが、１事業

者社当たりの助成人数を制限させていただいております。 

 

１事業者当たりの助成人数 

      特別研修 ---------- ２名以内 

一般研修 ---------- ２名以内 

合計４名以内 

 

９．申請ならびにお問い合わせ先 

 〒５３６－００１４ 

 大阪市城東区鴫野西２－１１－２ 

 （一社）大阪府トラック協会 業務部  

ＴＥＬ ０６－６９６５－４０３６ 

ＦＡＸ ０６―６９６５－４０３９ 

 


